
２０１８年度年末手当交渉の集約にあたって

本部は 11 月 14 日 15 時、2018 年度年末手当交渉について会社に妥結を通告しました。

11 月８日に出された要求を大きく下回る会社回答に、組合員をはじめ職場の社員から

多くの不満が出されました。本部は回答の撤回を求めて最後まで粘り強く交渉を重ねて

きましたが、ＪＲ東海ユニオンの低額要求即日先行妥結という否定的な状況の中で、こ

れ以上の前進は困難と判断しました。

本部は 10 月４日、『申第 20 号 2018 年度年末手当に関する申し入れ』として、3.5 ヶ

月分の年末手当支給、不当なボーナスカットをやめること等を会社に申し入れました。

これに基づき団体交渉を 10 月 25 日と 11 月１日に開催しました。

会社は「組合の主張は検討するし社員の苦労は否定しない。しかし期末手当は業績、

世間相場、将来展望、社員の努力、組合の要求等を総合的に勘案しながら決定していく

が、短期的な動向ではなく、長期的に安定支給することが大事であると考える」等を理

由にあげ、組合要求に対して消極的な姿勢を示しました。

本部は、「７期連続の過去最高益は、突然再開した一方的な休日出勤や年休の抑制、

車掌業務の変更、自然災害時の協力等、組合員をはじめとする社員の苦労の賜である。

要求の通り年末手当を 3.5 ヶ月分支給することがその苦労に応えるということである。

3.5 ヶ月分を出せない理由など何もない」と主張し、満額額回答を強く求めました。昨年

と比べて、業績の向上、社員の努力、家族を含めた会社への協力等など、昨年以上の月

数は当然で、現場社員の苦労は十分 3.5 ヶ月に値することを追求しました。

更に、組合員が納得しない不当なボーナスカットを行うことは、ＪＲ東海労への不当

労働行為であり、恣意的なボーナスカットを絶対にやめるよう追求しました。

会社は 11 月８日、第３回団体交渉で、「年末手当の安定的支給ベースである 2.9 箇月

分に、0.1 箇月分を上積みし 3.0 箇月分支給する」と回答しました。本部はこの回答に対

して、過去最高の業績を上げ、昨年よりも相当頑張ってきた社員の労苦に全く応えてい

ないことに抗議し持ち帰り検討としました。そして直ちに『申第 21 号』として 3.5 ヶ月

分の年末手当支給の再申し入れを行いました。

11 月 13 日、『申第 21 号』に基づく団体交渉を開催し、本部は「会社回答に現場社員

は落胆している。その気持ちを真摯に受け止めるべきだ。過去最高益、社員や家族の労

苦に応えないで、『業務に一層精励することを強く期待する』という会社の考えは社員

に通じない。お金も出さないで何でもかんでもやれという姿勢は認められない」と、3.0

ヶ月の回答の撤回と支給の上積みを追求しました。しかし、会社の考えは何ら変らず、

「撤回する考えはない」と極めて不誠実な姿勢に終始しました。本部は対立を確認し持

ち帰り検討としましたが、11 月 13 日、持ち回り執行委員会でこれ以上の前進は困難と判

断し、今次年末手当交渉を集約することとしました。

今次年末手当交渉にあたり、組合員をはじめ多くの他労組組合員の皆さんからのご支

援に心から御礼申し上げます。本部は今後も安心して働ける賃金と労働条件の改善のた

めに奮闘していきます。
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